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本
論
の
目
的
と
す
る
所
は
、
現
在
の
漁
業
組
令
制
度
の
性
質
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
出
村
必
粧
掛
一
見
生

逮
上
、
漁
業
組
合
が
現
に
営
面
し
て
ゐ
る
問
題
並
に
そ
の
問
題
に
闘
す
る
私
見
を
明
か
に
す
る
こ
主
に
在
る
。

述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
農
山
漁
村
の
経
糟
夏
生
は
刻
下
の
念
務
で
あ
る
。
併
し
如
何
に
念
務
で
あ
る
こ
と
を
担

調
し
て
も
‘
之
を
達
成
貿
現
し
得
る
が
如
き
方
法
手
段
を
採
る
の
で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
躍
な
る
宰
需
に
過
ぎ
な
い

で
あ
ら
う
。
従
っ
て
、
問
題
は
そ
の
採
る
所
の
方
法
手
段
に
在
っ
て
懐
舌
に
有
る
の
で
は
な
い
。
而
も
経
掛
更
生

を
企
圃
す
る
限
り
、
桓
捕
許
更
生
そ
れ
白
煙
の
性
質
が
規
定
す
る
所
の
現
賓
的
な
る
方
法
手
段
を
採
る
べ
き
で
、
徒

ら
に
神
秘
化
さ
れ
七
る
計
査
化
乃
至
は
公
式
化
さ
れ
た
る
計
室
化
に
陶
酔
す
忍
こ
と
は
許
さ
れ
ぬ
所
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
於
い
て
、
私
は
、
現
に
行
は
れ
て
ゐ
る
政
策
と
し
て
の
「
経
済
夏
生
」
に
就
い
て
は
、
そ
の
政
策
の

ま
っ
て
立
つ
理
論
並
に
寅
際
の
方
法
に
就
い
て
幾
多
の
疑
問
を
抱
〈
者
で
あ
る
が
、
恐
ら
〈
そ
れ
は
、
今
後
も
同

様
な
る
指
導
理
論
の
下
に
績
行
方
れ
る
も
の
と
想
像
き
れ
る
。
従
っ
て
之
を
幾
分
に
で
も
殻
果
的
な
ら
し
め
る
こ

1) 拙筒「経済更生論」経済論叢(ngIX午3月)
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と
は
、
農
山
漁
村
の
経
済
夏
生
の
念
務
と
き
れ
て
ゐ
る
今
日
、
極
め
て
緊
要
な
る
こ
と
三
百
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現

在
の
「
経
梼
更
生
」
に
於
け
る
問
題
は
、
か
う
る
意
味
に
於
い
て
、
「
軽
油
開
更
生
」
政
策
と
し
て
何
慮
七
重
賄
を
置
き
、

そ
れ
を
如
何
に
し
て
達
成
す
る
か
と
い
ふ
黙
に
在
る
。

問
題
を
か
く
の
如
く
限
定
し
て
も
恐
ら
〈
議
論
は
免
れ
な
い
で
あ
ら
う
が
、
私
は
、
組
合
制
度
の
確
立
と
運
替

を
以
て
、
「
艦
油
開
克
生
」
に
於
げ
る
最
も
重
大
に
し
て
且
つ
緊
要
な
る
問
題
と
考
へ
る
。
そ
の
理
由
は
窮
掘
す
る
所

次
の
ニ
馳
に
崎
す
る
o

却
も
第
一
に
、
経
油
開
克
生
と
は
要
す
る
に
渦
小
生
産
者
の
枇
曾
的
・
越
持
的
耐
抗
力
の
保

持
@
孤
化
に
他
な
ら
向
か
ら

h

'

J

h
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o
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f
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K
t
寸
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T
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1
1

こ
う
に
謂
ふ
協
同
組
合
と
は
、
弱
小
生
産
者
の
資
本
の
攻
勢
に
卦
す
る
防
衛
の
組
織
で
、
か
〉
る
組
織
を
扶
い
て
、

弱
小
生
産
者
の
粧
品
開
的
・
経
漕
的
耐
抗
力
が
保
持
さ
れ
強
化
さ
れ
る
と
は
考
へ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、

現
在
の
我
闘
の
賀
際
に
於
い
て
は
、
協
同
組
合
制
度
ど
こ
ろ
か
、

一
種
の
協
同
組
八
日
と
認
め
ら
れ
る
産
業
組
合

3

へ
未
だ
十
分
な
る
接
還
を
遂
げ
る
に
歪
ら
宇
、
而
も
各
種
の
産
業
部
門
に
い
は
ゆ
る
組
合
の
種
類
と
教
と
は
決
し

て
少
く
な
い
が
、
必
や
し
も
協
同
組
合
的
性
質
を
色
つ
患
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
謂
ふ
所
の
農
山
漁
村
針
策
は

偲
令
農
山
漁
業
針
策
で
は
あ
り
得
て
も
、
必
や
し
も
農
山
漁
村
卦
策
左
は
な
り
得
な
い
と
い
ふ
結
果
と
な
っ
て
ゐ

る
。
蓋
し
そ
れ
ら
の
農
山
漁
村
の
利
益
を
目
標
と
し
七
政
策
が
、
よ
〈
そ
の
効
果
を
農
山
漁
村
民
の
経
掛
及
び
生

活
に
穆
透
せ
し
か
る
媒
介
を
挟
き
空
廻
り
す
る
を
飴
儀
な
〈
き
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
宰
廻
り
は
単
な
る

宰
廻
り
で
は
な
く
、
別
の
殻
呆
を
生
じ
て
ゐ
る
所
に
問
題
が
あ
る
が
今
は
嫡
れ
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
現
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在
の
組
合
制
度
並
に
そ
の
述
管
を
調
査
研
究
し
て
、
組
合
制
皮
並
に
各
種
組
会
運
動
及
び
組
合
経
替
に
就
き
方
向

を
輿
へ
、
改
善
後
建
を
遂
げ
し
む
る
こ
と
は
重
要
な
る
問
題
で
あ
る
と
一
一
日
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

か
く
の
如
き
見
地
か
ら
、
産
業
組
合
、
輩
融
業
組
合
、
漁
業
組
合
、
工
業
組
合
、
商
業
組
合
等
々
は
特
に
取
上

げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
色
の
で
め
る
が
、
こ
冶
に
は
先
づ
現
在
の
漁
業
組
合
制
度
を
問
題
に
し
て
見
に
い
と
思
ふ
。

特
仁
こ
ろ
に
漁
業
組
ム
引
を
問
題
に
寸
る
所
以
は
、

漁
業
組
令
制
度
の
改
一
止
後
日
な
ほ
洩
〈
、

開
論
的
に
も
ま
た
貫

際
的
に
も
解
決
寸
ぺ
託
、
川
越
が
多
い
ば
か
hd
で
な
く
、

L丈
、

are-戸
〉

J

〉

d
K
4
1
1
J
官
二
郎
自

E
Lヒ・
3

干
d
H

司
失
り
百

五
f才
-
M
H
J
J
d
¥
J
J
F一日刊
4
f
u
患
が
一
民
庄
一
世
干

M
u
z
c
b

間
幹
部
可
ら
こ
冶
に
も
つ
も
の
と
者
へ
ら
れ
仰
心
か
ら
で
め
る
。

を
論
じ
、

ト
r
p
e
-
h
w

B
F
l
 

2
4
Z

」、
川ヨ
A
「

私
は
悦
喋
制
令
制
肢
の
改
正
日
必
.
裂

ま
に
改
正
後
の
組
合
に
就
い
て
種
ゃ
な
る
角
度
か
ら
私
見
を
述
べ
る
所
が
あ
っ
た
が
、

ぞ
の
後
の
艦
過

を
見
る
と
、
あ
れ
ば
ぎ
強
〈
改
正
ぞ
要
望
し
た
営
業
者
も
、
ま
た
多
大
の
犠
牲
と
努
力
を
惜
ま
な
か
っ
た
営
局
者

も
こ
の
新
制
度
を
育
成
す
る
に
就
い
て
は
、
必
や
し
も
十
分
で
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
、
こ
、
に
再
び
私

見
を
述
べ
て
大
方
の
教
示
と
批
判
を
仰
ぐ
次
第
で
あ

d

る。

ーー

漁
業
組
合
制
度
ほ
、
我
闘
の
沼
山
市
漁
業
の
特
質
に
基
き
、
沿
岸
漁
業
者
炉
一
定
の
漁
場
に
於
い
て
漁
業
を
な
し

来
つ
に
そ
の
既
得
の
模
利
を
確
立
保
護
す
る
目
的
を
以
て
制
定
せ
ら
れ
に
も
の
で
、
漁
業
構
制
度
に
件
ふ
一
制
度

で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
自
躍
の
本
来
の
性
質
と
し
て
は
、
協
同
組
合
の
如
き
組
織
・
機
能
を
強
想
す
る
も
の
で
は

な
い
。
印
ち
、
奮
漁
業
法
(
明
治
三
十
四
年
四
円
十
三
日
法
律
第
三
十
四
警
に
於
い
て
は
次
の
如
く
規
定
し
て
ゐ

ε。

拙著水産経済車附録参照



第
十
八
保
一
定
ノ
匡
域
内
-
一
住
所
ヲ
有
ス
ル
漁
業
者
ハ
行
政
宵
牒
ノ
認
可
ヲ
符
テ
漁
業
組
合
ヲ
設
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

漁
業
組
合
ノ
地
区
ハ
演
、
浦
、
漁
村
其
ノ
他
漁
業
者
ノ
部
落
ノ
圏
域
-
一
一
依
リ
之
ヲ
定
ム
へ
シ

前
項
ノ
直
域
ュ
依
リ
難
キ
場
合
-
一
於
テ
ハ
市
町
村
又
ハ
之
-
一
準
ス
へ
キ
匪
域
内
-
一
一
於
テ
其
ノ
地
直
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

北
海
道
ユ
於
テ
ハ
郡
ヲ
以
デ
漁
業
組
合
ノ
地
区
ト
焔
ス
コ
ト
ヲ
得

第
十
九
保
漁
業
組
合
ハ
漁
業
樺
ノ
享
有
及
行
使
-
一
付
樺
利
ヲ
有
シ
義
務
ヲ
負
ア
但
シ
自
ラ
漁
業
ヲ
怨
見
コ
ト
ヲ
得
λ

第
二
十
傑
漁
業
組
合
ニ
於
テ
兵
ノ
地
先
水
面
ノ
専
用
ノ
兎
詐
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
組
合
規
約
ノ
定
ム
ル
所
ユ
依
F
組
合
貝
ヲ
uy

予
漁
業
ヲ
鴻
サ
シ

ム
へ
シ

漁
業
組
合
制
度
な
る
も
の
は
、
右
の
規
定
に
よ
っ
て
も
明
か
な
る
が
知
〈
、
従
来
一
定
の
匝
域
の
沿
岸
漁
業
者
に

由

J
3
h
f
』
回
目
ノ
戸

7
2
・
ニ
町
内
ノ
『
』
己
コ
託
旦
刀
こ
与
、
、
:
主
主
9

・
2
』
世
弘
司
?
、

高
司
自
民
L
H
M
l
ザ
d
J
J
F
h
L
X
U
計上付
l
時
U
ザ
計
4
員

4
7
J
E
h引
f

耳
石

，
1
U
J
L
3
4
F
お
札
b
r
戸、
ι
、3
9
'
ゴ
土
、
z
J
司
、
.
，
h

cttv引
H
U
E
U
A
コ4
3劇
メ

IF--

る
漁
業
組
合
に
享
有
せ
し
め
、
漁
業
構
の
主
鯉
た
ら
し
む
る
と
共
に
、
組
合
員
佐
し
で
こ
の
樺
利
に
基
き
漁
業
を

な
き
し
め
、
組
合
自
ら
は
漁
業
を
な
し
得
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
沼
岸
漁
業
者
の
従
来
の
構
利
を
確
保
し
、

以
て
漁
業
植
に
於
け
る
法
律
関
係
を
明
確
に
し
た
志
の
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
而
し
て
又
、
そ
h

件
以
上
の
何
物

で
も
な
い
こ
と
も
明
か
で
あ
る
。
郎
ち
漁
業
組
合
は
、
沿
岸
漁
業
者
の
た
め
に
、
そ
の
漁
業
構
訟
法
律
的
に
保
持

す
る
に
と
て

d

ま
り
、
構
利
の
貸
瞳
内
容
た
る
漁
場
の
自
然
的
生
産
力
を
保
護
し
掴
養
し
て
漁
業
の
存
績
殺
回
騰
を
園

h
J
、
沿
岸
漁
業
者
の
経
済
及
び
生
活
を
擁
護
す
る
と
い
ふ
や
う
な
機
能
を
有
せ
.
ざ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

従
っ
て
漁
業
組
合
制
度
自
鵠
と
し
て
一
定
の
意
味
を
有
つ
志
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
律
的
意
味
に
眠
ら
れ
、

漁
業
並
に
漁
業
者
の
経
漕
的
部
面
に
就
い
て
は
何
等
の
機
能
も
な
く
、
従
っ
て
叉
、
何
等
の
役
割
を
も
果
し
得
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
構
利
は
漁
業
組
合
に
よ
っ
て
確
〈
保
持
さ
れ
る
が
、
そ
の
樺
利
の
内
容
が
宰
に

漁
業
組
合
制
度
論

第
四
十
三
谷

三
四
一

第

披

四
五
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第

披

四
ノ、

な
る
も
そ
れ
は
漁
業
組
合
の
知
る
所
で
は
な
い
、
と
い
ふ
制
度
が
果
し
て
植
利
の
保
持
に
な
る
か
ど
う
か
は
問
題

で
あ
る
が
、
少
く
と
も
漁
業
が
一
の
産
業
で
あ
り
、
漁
業
者
が
、
而
も
枇
曾
的
経
済
的
に
弱
小
生
産
者
的
地
位
に

在
る
限
hJ
、
協
同
組
合
的
組
織
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
言
を
侯
た
ぬ
所
で
あ
る
。
ゆ
ゑ
に
、
漁
村
に
於
い
て
必
要

と
さ
れ
る
組
合
組
織
は
、

h
y
く
と
も
、

J
F
 

次
の
二
つ
で
あ
る
。

一
漁
業
構
制
度
に
割
腹
す
る
制
度
と
し
て
の
「
漁
業
組
合

p

一

、、，ar二
机
加
川
九
州
山
業
政
仁
仙
川
町
一
山
業
品
刊
の
阪
神
的
地
枕
小
性
買
い

γら
要
求
か
れ
る
「
出
村
協
同
組
合
」

i
t
 

而
し
て
、

こ
の
雨
者
が
そ
の
組
織
・
機
能
に
於
い
て
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
れ
ば
、

漁
業
株
制
度
を
ふ
の
僚
に
維
持

す
る
限
り
、

漁
村
に
雨
種
の
組
合
組
織
伝
認
む
る
よ
り
他
な
〈
、

若
し
こ
れ
が
一
の
組
合
の
機
能
左
し
て
満
足
し

得
る
・
も
の
で
あ
れ
ば
、

勿
論
、
ぞ
の
便
利
な
・
る
に
若
〈
は
な
い
。

ま
た
主
ハ
世
胞
に
多
少
の
問
題
を
生
や
る
に
し
て
も
、

之
を
解
決
す
る
方
法
令
-
講
じ
て
、

一
組
合
を
以
て
十
分
な
る
活
動
を
な
さ
し
む
る
こ
と
が
殻
呆
的
で
め
る
こ
と
は

明
か
で
あ
る
。

明
治
四
十
三
年
に
現
行
漁
業
法
が
制
定

5
れ
た
の
で
あ
る
が
、
営
時
、
こ
の
賄
に
就
い
て
種
々
な
る
議
論
が
あ

り
、
結
局
、
漁
業
組
合
に
於
い
て
、
「
共
同
施
設
L
を
な
し
得
る
規
定
を
加
へ
、
幾
分
か
漁
業
組
合
に
軽
減
的
機
能

を
賦
興
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
漁
村
協
同
組
合
ぞ
必
要
と
す
る
漁
村
の
賞
情
か
ら
す
れ
ば
極
め
で
鶴
的
な
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
争
は
れ
ぬ
所
で
あ
る
。
印
ち
漁
業
法
の
規
定
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

第
四
十
三
傑

漁
業
組
合
ハ
法
人
ト
ス

iff.!村の更生と漁村の指導第二章第二節拙著1 ) 



漁
業
組
合
ハ
漁
業
構
若
ハ
ヘ
漁
樫
ヲ
取
符
シ
又
ハ
漁
業
構
ノ
貸
付
ヲ
受
ケ
組
合
員
ノ
漁
業
-
一
閥
ス
ル
共
同
ノ
施
設
ヲ
団
地
ス
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

漁
業
組
合
ハ
白
ラ
漁
業
ヲ
骨
ム
コ
ト
ヲ
得
ス

組
合
H
H
ハ
漁
業
組
合
ノ
以
符
シ
務
ハ
貸
付
ヲ
受
ケ
ダ
ル
専
用
漁
業
模
又
ハ
入
漁
槌
ノ
範
閲
内
一
一
一
於
テ
各
自
漁
業
ヲ
勾
ス
ノ
権
利
ヲ
有
ス
但
右
組
合

規
約
ヲ
以
テ
別
段
ノ
規
定
ヲ
設
グ
ル
コ
ト
ヲ
符

こ
3

に
所
調
「
組
合
員
の
漁
業
に
闘
す
る
共
同
の
施
設
と
は
、
農
商
務
省
訓
令
(
明
治
四
十
四
年
二
月
十
旦
に
よ
れ
ば
、

一
漁
港
、
波
止
場
、
船
団
帽
場
、
乾
場
、
魚
川
開
場
、
生
洲
、
貯
氷
場
共
ノ
他
共
同
施
設
ニ
必
要
ナ
ル
瞥
造
物
ノ
設
置
ユ
闘
ス
ル
ヨ
ト
、
二
人
工
漁
礁
ノ

築
設
立
ハ
ノ
他
漁
場
/
利
用
品
開
ス
ル
コ
ト
、
二
一
漁
附
体
共
ノ
他
漁
業
一
一
閥
シ
必
要
ナ
ル
森
林
ノ
保
謎
及
設
置
一
一
闘
ス
ル
コ
ト
、
凶
暴
風
雨
鵬
首
報
-
一
腕
ス

ル
ヨ

f

、
正
遭
焼
陵
地
北
泣
焼
防
洲
一
-
叩
哨
え
ル
ョ
ト
、
六
品
川
礎
陶
ザ
ヘ
ゴ
川
出
世
仰
製
品
y
井
市
川
収
資
一
一
…
綱
え
ル
ヨ
ト
、
じ
漁
獲
物
F

共
同
拠
泣
-
一
摘
ス
ル

に
正
午
主
、
r
担旬
H
4
d
立
h
i
生
母
A
T
5
一
一
塁
え
レ
円
t
h
}
〈
、
河
d
y
u
'
七、司
E
z
-
-
H
r、
レ
ヱ
、
、
し

R
E
1型、
h
山
主
却
刊
に
r目
、
ヰ
キ
t
、F
h
r
士
、
司

d
f
I

，
J
h
t
I
2
7
3
4円

h

r

-

y

止
川
T
A
ノ
/
ザ

H
'
l
r
i
H
V
-
U
H
J
j
h
f
H
T
u
u
f
1
4
4
l
H
4
4
1
J
，
f

)

)

)

 

運
搬
ニ
閥
ス
ル
コ
ト
、
十
漁
業
資
本
ノ
供
給
-
一
閥
ス
ル
ヨ
卜
、
十
一
貯
金
ノ
奨
励
ニ
闘
ス
ル
ヲ
ト
、
十
二
組
介
氏
ノ
訓
育
及
山
件
後
ニ
闘
ス
ル
コ
ト

(

(

(

 
漁
業
組
合
が
組
合
の
機
能
と
し
て
経
情
的
部
面
に
作
用
す
る
こ
と
を
認
め
な

等
を
撃
げ
て
ゐ
る
が
、

要
す
る
に
、

が
ら
、

而
も
何
慮
ま
で
も
形
式
的
に
漁
業
棋
を
組
合
員
の
た
め
に
保
持
す
る
姑
に
凶
れ
て
ゐ
る
た
め
に
、

直
接
漁

業
棋
の
内
容
に
及
ぶ
が
如
き
組
持
活
動
は
之
金
↓
認
め
f
c
る
の
み
な
ら
や
、

共
同
施
設
の
範
聞
に
就
い
て
も
、
経
捕
併

活
動
が
漁
業
棋
に
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
性
の
あ
る
も
の
は
之
を
避
け
、
而
も
産
業
組
合
と
の
重
復
を
嫌
っ
て
か
漁

業
に
闘
す
る
共
同
施
設
に
限
り
、
漁
業
者
の
生
活
部
面
に
闘
す
る
も
の
は
之
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
嘗

漁
業
法
と
同
じ
く
、
組
合
自
ら
漁
業
を
管
な
こ
と
を
戴
じ
て
ゐ
る
し
、

ま
に
組
合
が
そ
の
経
管
に
要
す
る
資
金
に

就
い
て
は
何
等
の
道
も
聞
い
て
は
ゐ
な
い
。

勿
論
か
く
の
如
き
程
度
の
共
同
施
設
に
於
い
て
も
、
漁
場
の
自
然
的
生
産
力
が
強
大
豊
富
な
る
色
の
で
あ
り
、

漁
業
組
合
制
度
論

第
四
十
一
一
一
巻

IL~ 

策

披

四
七



漁
業
組
合
制
度
論

第
四
十
三
巻

四
i¥. 

四
四

告存

続

而
も
漁
獲
物
の
販
買
に
就
い
て
好
趨
の
市
場
を
控
へ
た
る
漁
村
に
於
い
て
は
、
経
肱
官
営
を
得
る
限
り
相
営
の
成
績

を
奉
げ
得
る
諜
で
あ
り
、
ま
た
事
賞
炉
、
〉
る
漁
村
及
び
漁
業
組
合
も
見
ら
れ
る
が
、
寧
ろ
特
例
に
属
す
あ
。
従
つ

て
、
共
同
施
設
事
業
の
奨
剛
助
成
に
努
め
た
も
の
〉
漁
業
組
合
の
活
動
を
十
分
な
ら
し
め
得
な
か
っ
た

k
い
ふ
こ

ム
」
は
嘗
然
の
蹄
結
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
〈
し
て
、
昭
和
五
年
の
恐
慌
に
襲
は
れ
る
ま
で
、
一
部
の
先
費
者
の

注
意
に
も
拘
ら
れ
、
漁
村
及
び
漁
村
問
題
は
殆
ど
看
過
さ
れ
て
ゐ
た
と
言
つ
で
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。

併
し
間
約
慌
に
よ
っ
て
恭
一
蕗
さ
れ
た
ぬ
村
艦
関
の
剥
臨
は
.
漁
村
の
都
桝
車
生
の
必
要
e

佐
賀
読
し
た
の
で
.
最
早

牛
肉
却
不
随
酌
な
共
同
杭
設
を
以
一
て
し
「
L

は
問
ド
ん
口
ぬ
こ
と
〉
な
h
.
的
業
訟
の
改
正
を
見
あ
じ
主
つ
に
の
で
あ

zo

郎
ち
昭
和
八
年
三
月
二
十
八
日
法
律
第
三
十
三
披
営
以
て
改
正
、
昭
和
九
年
八
月
一
日
よ
h
ノ
施
行
さ
れ
た
が
、
改

正
漁
業
法
に
於
い
て
は
、
漁
業
組
合
に
於
け
る
漁
村
協
同
組
合
的
色
彩
合
著
〈
濃
厚
と
し
、
出
資
、
責
任
の
二
制

一
定
の
制
限
の
下
に
漁
業
自
替
を
認
か
る
と
共
に
、
「
漁
業
協
同
組
合
」
な
る
名
栴
の
下
に
そ
の
特

質
金
明
か
に
し
て
ゐ
る
。
印
ち
ぞ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
第
四
十
三
保
第
二
項
に
於
い
て
、
組
合
員
の
漁
業
又
は
英

の
極
構
の
援
連
に
必
要
な
る
共
同
の
施
設
と
し
て
、
組
合
員
の
生
活
部
面
に
闘
す
る
共
同
施
設
も
そ
の
目
的
に
加

、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、

へ
、
第
三
項
に
於
い
て
、
漁
業
組
合
は
本
法
に
別
段
の
規
定
あ
る
場
合
を
除
〈
の
外
自
ら
漁
業
営
脇
田
な
こ
と
を
得

度
を
確
立
し
、

す
と
し
、
左
記
第
四
十
三
僚
の
三
の
第
一
項
第
三
競
乃
至
第
四
競
の
事
業
を
行
ふ
組
合
に
し
て
而
も
組
合
員
に
出

費
や
-
潟
さ
し

b
る
組
合
は
之
を
「
漁
業
協
同
組
合
」
と
稿
し
(
第
四
十
三
崎
町
ノ
三
第
二
曹
、
漁
業
協
同
組
合
は
命
令
の
定
U

る
所
に
よ
り
行
政
官
属
の
許
可
を
得
て
自
ら
漁
業
を
替
な
こ
と
を
得
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
(
第
四
十
三
保
ノ
八
}
。
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第
四
十
一
二
傑
ノ
二
漁
業
組
合
ハ
左
ノ
事
業
ヲ
行
プ
コ
ト
ヲ
符

一
水
産
動
植
物
ノ
務
荊
保
混
其
ノ
他
漁
場
ノ
利
用
-
一
閥
ス
ル
施
設

ニ
船
潟
、
船
揚
場
、
漁
礁
其
ノ
他
組
合
員
ノ
漁
業
ュ
必
要
テ
ル
設
備
ノ
設
置

三
組
合
員
ノ
漁
獲
物
其
ノ
他
ノ
生
産
物
ノ
加
工
、
保
持
問
、
運
搬
又
円
販
貰
品
開
ス
ル
施
設

四
組
合
員
ノ
漁
業
又
ハ
其
ノ
綾
済
ノ
獲
達
一
一
必
要
ナ
ル
物
又
ハ
資
金
ノ
供
給
ニ
胸
ス
ル
施
設

五
組
合
員
ノ
遭
難
防
止
又
ハ
遭
難
救
地
ニ
閥
ス
ル
施
設

六
前
各
挽
ヱ
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
組
合
ノ
目
的
ヲ
遣
ス
ル
ユ
必
要
ナ
ル
施
設

却
ち
之
に
よ
っ
て
明
か
な
る
が
如
く
、
改
正
以
前
に
在
つ
て
は
、
組
合
員
の
漁
業
に
闘
す
る
共
同
の
施
設
と
し
で

農
商
務
省
訓
令
が
説
示
す
る
に
と
て

J

ま
っ
た
も
の
が
、

改
正
漁
業
法
に
於
い
て
は
漁
業
組
合
の
事
業
'
と
し
て
明
確

:
弘
主
古
島
ー
、

i
1
3ノ

z
j

ホ
-
二
日
己
り
百
三
世
比
ア
イ
戸
庁
同
町
長
山
こ
入
、

:
7、

可

471FEz-L一一一
n
L
fノ一

-
H
E
1
7
r
p
hド
仰
与

l
+
M
L
-
t

?
団
内

1
叶
』
句

t
万
司
叶
H
J
T
E
L

、
:
ノ
品
、
ノ

z・
4
2ご
冷
除

V
W
2
2

，
、
，

甘い
't小

M
M
F
出
ノ
I
l
ι
1
1
U
3
3
格
制
を
ぐ
く
百
円
、
ょ
ハ

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、

漁
業
組
合
が
専
ら
漁
村
協
同
組
合
た
る
こ
と
を
使
命
と
し
、

た

Y

こ
、
で
は
、

漁
業
構
制
度
の
闘
係
上
、

単
純
に
漁
村
協
同
組
合
一
本
の
性
質
を
徹
底
し
得
十
、

漁
業
構
の
保
持
者
と
し
て
の
漁

業
組
合
の
性
質
か
ら
制
約
一
を
受
け
ぎ
る
を
得
な
い
結
果
と
な
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
漁
業
の
自
管
が
原
則
と
し
て
は

禁
じ
ら
れ
、
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

漁
業
組
合
の
従
来
の
状
況
に
鑑
み
、
改
正
漁
業
法
が
一
律
に
漁
村
協
同
組
合
化
す
る
こ
と
な
〈
、
漁
業
組
会
を

一
特
別
経
済
行
矯
を
な
す
組
合
(
前
記
第
三
乃
至
第
四
競
の
事
業
ぞ
行
ふ
組
合
)
と
二
然
ら
ま
る
も
の
、
即
ち
従
来

の
漁
業
組
合
と
に
直
別
し
、
一
を
真
に
イ
出
資
制
度
を
と
る
組
合
リ
「
漁
業
協
同
組
合
」
と
ロ
出
資
制
度
を
と
ら
ぬ

組
合
に
分
ち
、
い
に
就
い
て
は
無
限
、
保
誼
、
有
限
責
任
の
何
れ
か
を
小
川
に
就
い
て
は
無
限
、
保
誼
の
何
れ
か
の

漁

業

組

合

制

度

諭

第

四

十

三

巻

三
四
五

第

披

四
六4
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漁
業
組
合
制
度
論

第
四
十
=
一
容

"3i. 

O 

一
四
六

第

競

責
任
制
度
を
と
る
こ
と
に
定
め
、
漁
業
組
合
を
六
種
の
形
態
に
直
別
し
て
ゐ
る
。
岐
に
私
が
屡
ミ
論
じ
た
如
〈
、

漁
業
組
合
が
真
の
漁
村
協
同
組
合
た
る
こ
と
が
理
想
で
あ
り
漁
業
組
合
運
動
の
目
標
で
あ
る
が
、
漁
村
並
に
従
来

の
漁
業
組
合
の
賀
情
か
ら
見
て
、
制
度
的
に
は

1

漁
業
協
同
組
合
」
を
某
準
と
し
て
而
も
そ
の
聞
に
階
梯
を
設
け
る

こ
と
が
迎
営
弔
し
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
従
っ
て
現
在
に
於
い
て
は
、
問
題
は
漁
業
組
合
制
度
自
瞳
よ
り
も
こ
の
制

度
を
如
何
に
運
用
し
て
、
漁
判
例
の
粧
梼
夏
生
の
地
盤
を
つ
〈
る
か
と
い
ふ
鈷
に
有
る
。

、
、
.
、
.
、

上
述
の
如
〈
、
漁
業
組
合
制
度
の
改
正
は
、
漁
業
組
合
を
し
て
、
単
に
形
式
的
な
Z
漁
業
棋
の
保
持
者
た
る
に

、
、
、
、
、

と
Y
ま
ら
し
め
子
、
真
に
漁
村
協
同
組
合
と
し
て
の
組
織
機
能
を
有
せ
し
め
、
賞
質
的
な
円
。
漁
業
椎
の
保
持
者
た

ら
し
か
る
と
共
に
、
漁
村
に
於
け
る
中
幅
経
掛
機
関
と
し
て
活
動
せ
し
h
u

る
こ
と
に
在
る
。

こ
の
こ
と
は
、
論
や
る
ま
で
も
な
く
極
め
て
明
瞭
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
制
度
的
の
改
正
が
行
は
れ
、
少
く

と
も
漁
村
協
同
組
合
を
目
指
し
て
漁
業
組
合
の
準
展
を
企
国
す
る
地
盤
が
一
腰
出
来
た
以
上
、
漁
業
組
合
闘
係
者

は
、
嘗
然
に
こ
の
目
標
に
向
っ
て
漁
業
組
令
の
経
傍
に
嘗
り
ま
に
漁
業
組
令
運
動
を
活
礁
な
ら
し
h
u
べ
き
で
あ
り
、

政
府
は
、
漁
業
組
合
政
策
を
確
立
し
て
之
が
指
導
監
督
に
官
る
べ
き
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
所
で
め
る
。
殊
に
、

漁
村
の
賞
情
を
知
る
者
は
、
そ
の
指
導
が
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
は
十
分
に
知
る
所
で
あ
ら
う
。

然
る
に
こ
の
輸
が
極
め
て
看
過
軽
説
き
れ
七
と
い
ふ
こ
と
は
遺
憾
な
こ
と
冶
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
一
に
、
営
業
者
側
に
於
い
て
、
あ
れ
程
描
く
漁
業
組
A
H
制
度
の
改
正
を
要
望
し
て
置
き
な
が
ら
、
制
度
改
正

f出荷「漁業組合論点E済論叢(P1l8年z月)



と
共
に
、
漁
業
組
合
運
動
を
如
何
に
起
し
之
を
如
何
に
竣
展
せ
し
む
る
か
に
就
い
て
何
等
確
平
た
る
計
圭
な
〈
、

従
っ
て
一
定
の
方
針
に
基
〈
貫
行
の
如
き
が
あ
り
得
る
筈
は
な
く
、
極
め
て
お
座
な
り
の
一
時
的
の
も
の
し
か
行

は
れ
て
ゐ
な
い
股
揺
で
あ
る
。
少
く
と
も
漁
業
組
合
運
動
と
し
て
は
次
の
如
き
問
題
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が

果
(二)(ー)し
iI主?魚て
業業ど
n<JI. 最且れ
合合 Tご
内運け
官15 動力Z

のの注
問指意
題導き

方れ
童十て

ゐ
る

で
あ
ら
つ
か

:
自
忠
臣
白
、
凡
L
L
T
P
F
同
司
、
ノ
冒
に
邑
5

1

1

、，

v
E
C
T
L

「・
i
)
ニ
i
E
I
R
L
と
I
F
A
'
)
f
f
-

]
討
議
ホ
メ
E
f引
U
議
申
告
!
l
利
y
l
E
F
υ
利
y
f
r
t
p
α
初
荒
川
郎
官
主
ド
モ

α
す
ん
日
月

2
漁
業
組
合
の
聯
絡
統
制
そ
の
方
法
主
機
閥

3
漁
業
組
合
の
瞭
大
強
化
の
た
め
必
要
な
る
諸
手
段
諸
方
策

三
漁
業
組
合
の
外
部
的
問
題

-
政
府
に
劃
す
る
必
要
諸
施
設
の
要
望

2
既
存
諸
組
合
と
の
聯
絡
、
聞
係
の
制
整

3
漁
業
組
合
運
動
の
大
衆
化

こ
れ
ら
の
勅
が
者
過
3
れ
て
ゐ
る
の
は
、
要
す
る
に
、
現
在
の
油
業
組
合
に
就
い
て
は
全
然
聯
絡
統
制
の
機
闘

が
な
〈
、
漁
業
組
合
運
動
の
主
瞳
と
な
る
も
の
が
存
在
せ

4

さ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
か
〉
る
組
織

化
の
行
は
る
』
ま
で
は
営
然
に
水
産
舎
が
母
曜
と
な
る
べ
き
で
あ
る
が
、
水
産
舎
は
そ
の
事
業
を
求
め
つ
冶
而
も

漁
業
組
合
制
度
論

第
四
十
=
一
巻
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何
等
の
事
業
を
な
さ
ぎ
る
現
肢
に
在
り
、
甚
だ
遺
憾
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
若
し
水
産
舎
が
現
在
の
そ
の
使
命
を
自
費

す
る
な
ら
ば
、
漁
業
組
合
運
動
並
に
そ
の
促
進
こ
そ
最
大
の
事
業
で
め
ら
う
。

か

t
の
如
き
事
情
で
あ
る
か
ら
、
漁
村
及
び
漁
業
組
合
の
各
個
に
就
い
て
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
聞
係
者
が
そ
の

意
識
に
於
い
て
改
正
制
度
に
過
醸
す
る
者
は
甚
だ
少
く
、
蓄
の
如
し
と
い
っ
た
服
態
で
め
る
。
果
し
て
と
れ
で
漁

業
組
合
の
殺
展
が
期
せ
ら
れ
る
か
甚
だ
寒
心
に
堪
へ
ぬ
次
第
で
あ
る
が
、
之
が
針
策
と
し
て
は
、
政
府
が
漁
業
並

1

・，司
0
・

J
火
花
，

H

E

J
、
と
〉
ご

7
R
E
E
示
ニ
サ
「
3
・
定
年
医
「
同
月
乞
ノ

z
r甲

山
一

I
F
5
F
I
r
-
a
ι
f

じ
却
村
l
問
J
9
7
0
瑚
甥
長
融
当
l
a
u
-
-
1
行
当
品

f
i
d
-司

J
E
2
f事
3
1
1
t
H
J
f
v
i
'
j
L
t
r
d
J

j
hリ
他
は
な
い
。
漁
村
の
経
済
更
生
が
漁
業
組
合
の
更
生
を
基
礎
と
す
る
限
h
ノ
、
漁
業
組
合
を
指
導
し
之
を
竣
展

せ
し
か
る
こ
そ
経
済
更
生
を
固
る
所
以
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
然
り
と
す
れ
ば
、
現
在
行
は
れ
て
ゐ
る
漁
村

の
粧
掛
更
生
の
方
策
の
一
如
き
は
再
吟
味
を
要
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
し
、
ま
に
漁
業
組
合
に
封
す
る
煙
管
指
導

そ
の
他
の
諸
方
策
施
設
に
就
い
て
更
に
確
立
整
備
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
が
多
い
で
あ
ら
う
。
現
在
の
扶
躍
を
見

る
と
、
寧
ろ
何
も
行
ば
れ
て
ゐ
な
い
と
い
っ
た
方
が
壇
賞
の
や
う
に
息
は
れ
る
。
従
っ
て
漁
村
の
粧
梼
夏
生
の
如

き
前
建
造
な
る
も
の
が
め
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ゆ
ゑ
に
、
若
し
政
策
と
し
て
漁
業
組
合
に
劃
す
る
方
策
の
確
立
を
望
h
u
'
と
す
れ
ば
、
恐
ら
〈
次
の
如
意
鮪
が
問

題
と
な
る
で
あ
ら
う
。

一
漁
業
組
合
政
策
に
於
け
る
根
本
方
針
の
確
立
。
殊
に
漁
業
及
び
漁
村
政
策
と
協
同
組
合
政
策
の
基
礎
の
下
に

確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「沿岸漁業者問題」経済論叢(目前年9月)拙稿



ロ
漁
業
組
合
の
経
替
い
闘
す
る
指
導
監
督
の
方
策
、
施
設
。
現
在
の
所
で
は
指
導
監
督
の
機
闘
も
整
備
さ
れ
て

ゐ
な
い
。

巳
諸
種
の
漁
業
及
び
漁
村
政
策
と
漁
業
組
合
政
策
と
の
関
係
を
十
分
に
す
る
こ
と
。
殊
に
、
担
在
の
状
態
で
見

る
と
、
麗
掛
更
生
部
の
仕
事
と
水
産
局
の
仕
事
と
が
漁
村
で
交
錯
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
に
、
政
策
並
に
そ
の

貫
施
に
於
い
て
統
一
性
が
な
い
。

勿
論
、
何
事
も
一
時
に
解
決
さ
れ
る
一
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
漸
準
的
に
も
せ
よ
、

一
定
の
見
通

ノ

:

」

Z

L
』
:
〕
ず
こ

-rt'〉
S

C
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Y
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、ョ
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〉
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〕

】

〉

3

ルリ、
L
、
)
、
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;
)
:
ノ
『
、

l
j
j
f
事
1
L
U
1
i
千
わ
れ

4
、
r
t
f
v
ト

k

府
町
守
主

U
桁
HJJベ
U
Jそ
U
力一
7
H
1
U
A
w
れ

C44tα
仁

L
吋

L
d
t

政
策
及
び

施
設
が
杢
惜
と
し
て
輿
ヘ
ス
・
所
の
色
の
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

要
す
る
に
、
漁
業
組
合
制
度
は
改
正
さ
れ
た
が
そ
の
放
果
を
め
ぐ
べ
き
方
策
は
殆
ど
看
過
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ

の
が
現
在
の
状
態
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
櫨
で
は
、
到
底
漁
業
組
合
の
健
全
な
る
毅
遣
を
望
み
得
る
ち
の
で
は
な

く
、
況
ん
や
そ
れ
が
漁
村
協
同
組
合
と
し
て
の
使
命
を
達
成
す
る
こ
と
の
如
き
は
期
待
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。

勿
論
こ
れ
が
改
正
の
要
望
や
主
旨
と
反
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ら
う
。
か
く
て
、
こ
の
改
王
制
度
は
、
改
正
以
前

に
於
い
て
も
共
同
事
業
に
於
い
て
相
営
成
績
を
あ
げ
得
た
漁
業
組
合
に
就
い
て
経
替
が
便
利
と
な
っ
た
と
い
ふ
殻

果
に
と
Y
ま
る
こ
と
h

な
る
。
而
し
て
そ
の
致
呆
は
、
漁
村
に
於
り
る
資
力
あ
る
漁
業
者
の
利
益
を
事
ら
擁
護
す

る
も
の
と
し
て
作
用
す
る
で
あ
ら
う
。
我
'
伊
は
漁
村
の
た
め
に
、
こ
の
事
貫
を
十
分
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

現
住
、
漁
業
組
合
の
改
組
却
ち
「
漁
業
協
同
組
合
」
へ
の
組
織
種
更
が
熱
心
に
行
は
れ
て
ゐ
る
が
、
右
の
如
き
事
情
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業
組
合
制
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四
十
三
谷

四
:JL 

第

披

五



漁
業
組
合
制
度
論

第
四
十
三
谷

"3i 

O 

第

披

ヨ1.

WJ 

の
下
で
、
呆
し
て
幾
何
の
数
果
が
あ
る
か
、
そ
の
致
呆
が
何
慮
に
蹄
着
す
る
か
問
題
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
ま

に
漁
業
組
令
中
央
金
庫
の
如
き
も
盛
に
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
果
し
て
そ
の
貫
現
性
の
あ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
偲

令
そ
の
寅
現
世
が
あ
る
に
し
て
も
、
よ

t
そ
れ
が
中
央
金
庫
と
し
こ
の
機
能
を
つ
く
し
得
る
地
盤
が
あ
ら
う
か
。

[!Q 

漁
業
組
合
制
度
が
漁
村
に
於
げ
る
協
同
組
合
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
に
以
上
、

各
個
組
合
が
漁
村
協
同
組
合
L
L

し
て
の
組
械
機
能
ヤ
有
し
八
日
開
的
に
路
管
3
れ
る
こ
と
は
安
土
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
会
津
的
な
る
臨
時
引

の
た
め
に
、
組
令
が
組
織
統
一
さ
れ
、
そ
れ
が
た
め
に
中
央
機
関
の
整
備
さ
れ
る
こ
と
も
望
ま
し
い
こ
左
当
い
は

ね
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
漁
業
組
合
中
央
舎
、
漁
業
組
合
中
央
金
庫
の
如
き
機
闘
が
必
要
と
ぎ
れ
る
で
あ
ら
う
。

併
し
こ
れ
は
何
れ
も
一
般
的
な
意
味
に
於
い
て
望
ま
し
き
こ
と
で
あ
り
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
、
具
膿
的
の
場

A
口
、
直
も
に
こ
れ
が
宜
際
化
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
ま
七
通
嘗
と
す
る
か
否
か
は
自
ら
別
個
の
問
題
に
属
す

る。
先
づ
第
一
に
、
各
個
の
漁
業
組
合
に
就
い
て
見
る
に
、
現
在
の
制
度
と
し
て
直
ち
に
漁
業
協
同
組
合
と
し
て
組

織
饗
兎
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
と
い
ふ
に
必
中
し
も
必
要
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

一
漁
業
組
合
が
成
立
す
る
自
然
的
地
盤
で
あ
る
漁
場
の
自
然
的
生
産
力
の
極
め
て
貧
弱
な
も
の
が
め
る
。
換
言

す
れ
ば
、
専
用
漁
業
棋
の
賃
質
的
内
容
が
殆
ど
宰
慮
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
か
冶
る
も
の
に
就
い
て
は
、
先
づ
生

産
的
地
盤
を
如
何
に
し
て
開
拓
す
る
か
、
他
に
有
利
な
る
漁
業
棋
が
め
れ
ば
、
之
佐
知
何
に
組
合
員
の
た
め
行
使



す
る
か
、
そ
れ
ら
の
方
策
が
得
ら
れ
て
か
ら
改
組
し
て
決
し
て
遁
く
は
な
い
。
ま
に
か
〉
る
漁
業
組
合
に
於
い
て
、

販
責
購
買
の
事
業
が
有
力
に
行
は
れ
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
寧
ろ
産
業
組
合
へ
の
岡
瞳
加
入
を
利
用
す
べ
き
で

あ
る
。
産
業
組
合
は
決
し
て
漁
業
組
合
と
針
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
産
業
組
合
は
最
も
夜
連
せ
る
協
同
組

会
と
し
て
漁
業
組
合
の
育
成
に
営
る
べ
き
で
あ
り
、
漁
業
組
合
と
し
て
は
、

犬
い
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

、‘，
j己

漁
業
組
合
に
於
け
る
組
合
員
の
意
識
が
甚
だ
し
〈
低
皮
の
場
令
、

同
な
妨
げ
治
事
情
が
そ
の
他
に
も
存
す
4
0
場
合
に
は

h

そ
の
信
用
事
業
購
買
事
業
の
如
き
を

b

一
地
は
組
合
員
同
に
利
害
の
封
立
が
あ
り
協

先
づ
こ
の
妨
山
中
向
諸
事
情
の
一
御
前
が
必
要
で
あ
ー
あ
c

芸刷、し、

h
j

、
る
場
合
に
、
仮
令
漁
業
協
同
組
合
を
組
織
し
て
も
、
経
品
川
昌
eT
閤
滑
に
行
ふ
こ
と
が
不
可
能
で
あ
ら
う
し
、
ま

た
一
部
の
者
の
利
益
を
増
進
し
て
も
み
一
瞳
の
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

要
す
る
に
、
先
づ
漁
業
組
合
白
瞳
を
検
討
し
、
漁
村
の
賞
情
に
即
し
て
方
策
を
樹
て
、
組
合
会
如
何
に
機
能
せ

し
む
る
か
を
定
め
る
『
と
共
に
、
こ
れ
に
必
要
な
る
方
法
手
段
を
講
や
る
必
要
が
め
る
。
従
っ
て
漁
村
民
殊
に
漁
業

組
合
員
の
指
導
訓
練
が
重
要
で
あ
り
、
各
地
方
に
在
る
聞
係
者
が
よ
く
そ
の
任
を
つ
く
す
の
で
な
け
れ
ば
か
〉
る

地
盤
営
開
拓
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
思
は
れ
る
。
こ
の
劫
に
就
い
て
も
現
肢
は
甚
だ
不
備
で
あ
る
。
結
局
迂
遠

の
方
法
と
思
は
れ
る
漁
村
の
青
年
教
育
の
如
き
が
反
っ
て
捷
径
で
ゐ
ら
う
。
而
し
て
こ
れ
は
、
水
産
方
面
か
ら
は

行
は
れ
な
い
で
、
青
年
圃
や
産
業
組
令
青
年
聯
盟
等
の
力
に
よ
る
こ
と
』
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
水
産
の
現
賦

で
あ
る
。

漁
業
組
合
制
度
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四
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三
巻
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捌稿「漁村経済と庵業組合」産業組合(目前0:'ド口月)
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五
六

第
二
に
、
漁
業
組
合
の
聯
絡
統
制
で
あ
る
が
、
現
在
の
所
会
〈
そ
れ
が
な
い
。
先
に
述
べ
た
る
が
如
〈
、
漁
業

組
合
運
動

ω
指
導
方
針
の
確
立
ま
で
ほ
水
産
曾
が
之
を
携
嘗
し
組
織
化
に
努
め
一
る
他
は
な
い

G

か
く
し
て
他
方
的

に
会
閥
的
に
組
織
化
さ
れ
て
漁
業
組
合
中
央
-
曾
の
如
き
機
闘
を
整
備
し
得
れ
ば
、
之
に
よ
っ
て
組
合
の
程
替
の
指

導
監
督
そ
の
他
の
必
要
な
る
事
業
を
行
ふ
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
漁
業
組
合
運
動
を
指
導
す
る
こ
ん
」
が
出
来
る
で

あ
ら
う
。
妹
に
漁
業
組
合
が
六
種
の
形
態
営
異
に
す
る
も
の
よ
り
成
る
の
で
あ
る
か
ら
、

一
律
に
、
中
央
金
庫
の

間
朋
に
よ
り
資
金
繍
係
の
み
で
粧
併
を
指
導
股
替
J
9
る
と
い
ふ
甲
}
と
は
困
難
で
中
央
舎
の
加
号
機
関
の
使
命
は
重

、1
'

3

:

」
J

づ
L
3
F
F

漁
業
組
合
中
央
金
庫
の
設
置
も
、
先
に
述
べ
た
る
が
如
〈
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。

一
般
的
に
見
れ
ば
、
特
定

の
協
同
組
合
制
度
に
は
、
ぞ
れ
に
趨
醸
し
た
中
央
金
庫
が
必
要
で
あ
る
。
蓋
し
、
特
定
の
協
同
組
合
制
度
を
認
め

る
以
上
、
そ
れ
だ
け
の
特
殊
な
生
産
的
地
盤
が
存
布
す
る
こ
と
は
明
か
で
、
従
っ
て
資
金
色
特
殊
性
を
も
つ
か
ら
、

こ
れ
が
融
遁
に
埴
切
な
る
機
闘
を
必
要
と
す
る
し
、
ま
た
資
金
の
流
通
に
よ
り
か
冶
る
機
闘
を
以
て
組
合
の
蛭
替

並
に
聯
絡
を
指
導
統
制
監
督
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
漁
業
組
合
制
度
に
於
い
て

漁
業
組
合
中
央
金
庫
営
整
備
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
ま
に
酔
同
然
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

併
し
な
が
ら
、
現
貨
は
必
中
し
も
こ
の
理
論
の
要
求
す
る
が
如
当
傑
件
を
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
一
に
、
漁
業
組
合
制
度
は
、
現
在
の
所
、
漁
村
協
同
組
合
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
ん
こ
と
を
目
標
と
し
て
は

ゐ
る
も
の
h

、
漁
業
組
合
が
漁
業
協
同
組
合
に
改
組
し
十
分
な
る
経
替
の
可
能
な
る
も
の
は
極
め
て
僅
少
で
あ
り
、



大
部
分
の
も
の
は
寧
ろ
そ
れ
行
け
の
地
盤
を
つ
〈
る
こ
と
が
必
要
な
る
朕
態
で
あ
る
。
ま
に
漁
業
協
同
組
合
と
な

っ
た
色
の
で
も
、
果
し
て
協
同
組
合
的
な
経
管
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
、
先
に
述
べ
た
や
う
に
、
き
う
し
た
地

盤
が
開
拓
さ
れ
て
ゐ
な
い
肢
態
で
あ
る
(
組
合
運
動
、
組
A
口
政
策
の
不
備
)
。
従
っ
て
現
在
の
漁
業
組
A
口
制
度
の
貫

肢
は
、
必
や
し
も
漁
村
協
同
組
A
口
制
度
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
之
を
以
て
直
ち
に
中
央
金
庫
の
設
置
を
要
求

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
恒
に
設
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
活
動
の
し
ょ
う
が
な
い
で
あ
ら
う
。
而
4
b
強

τ活
動
す
れ
ば
、

一
部
の
漁
業
家
の
救
神
機
闘
た
る
じ
と
V
J
4
品
名
正
考
へ
ら
れ
名
。

第
二
に
、

現
夜
の
漁
業
組
合
に
就
い
て
は
、
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日
告
桁
は
も
れ
て
め

立
い
始
末
で
あ
る
。
果
し
て
か
く
の
如
き
が
忌
て
協
同
組
会
制
度
を
珂
想
と
す
る
組
合
活
動
と
い
へ
る
で
あ
ら
う

か
。
中
央
金
庫
の
設
置
さ
れ
る
地
盤
は
会
〈
未
開
拓
の
現
肢
で
あ
る
。
中
央
金
庫
を
他
の
目
的
に
利
用
す
る
な
ら

ぱ
兎
に
角
、
然
ら
ぎ
る
限
り
、
偲
令
中
央
金
庫
を
設
置
す
る
と
も
異
に
漁
村
の
経
梼
更
生
に
資
す
る
漁
業
組
合
の

超
管
の
動
力
と
す
る
と
と
は
不
可
能
で
あ
ら
う
。

こ
の
意
味
に
於
い
て
、
先
づ
、
先
に
述
べ
だ
漁
業
組
合
運
動
及
び
漁
業
組
令
政
策
に
於
け
る
指
導
方
針
の
確
立

並
に
賃
際
方
策
を
促
遜
貴
行
し
て
、
そ
れ
だ
け
の
地
盤
を
つ
く
る
こ
と
が
念
務
で
あ
る
。
漁
業
組
合
中
央
金
庫
の

必
要
な
る
は
言
を
侯
た
ぬ
。
併
し
必
要
な
れ
ば
な
る
程
こ
れ
に
先
行
す
る
手
段
営
請
や
る
必
要
が
あ
ら
う
と
忽
は

れ
る
。
こ
の
鈷
に
就
い
て
、

一
部
の
漁
業
組
合
中
央
金
庫
主
唱
者
の
考
慮
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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併
し
、
漁
業
組
合
中
央
金
庫
の
要
望
の
穫
の
高
い
の
は
、
ま
た
一
面
、
漁
業
乃
至
漁
村
余
融
の
如
何
に
固
滑
を

融
き
困
難
で
あ
る
か
を
物
語
る
も
の
と
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
、
兎
に
角
、
漁
村
本
伎
の

金
融
機
関

T
要
望
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
如
何
に
し
て
も
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
漁

業
及
ぴ
漁
村
金
融
の
困
難
な
る
事
情
は
、

一
漁
業
経
管
が
会
理
的
に
行
は
れ
ぬ
こ
と
.

二
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三
金
融
機
闘
が
漁
業
に
闘
す
る
一
認
識
を
散
き
、
漁
業
経
管
乃
至
は
漁
業
組
合
粧
替
に
就
い
て
正
蛍
な
る
判
断
を

下
し
符
争
、
一
概
に
危
険
視
す
る
こ
と
、

四
こ
れ
ら
の
諸
事
情
を
解
消
乃
至
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
る
漁
業
及
び
漁
村
針
策
の
講
ぜ
ら
れ
ぬ
こ
と
、

等
が
主
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。
低
利
資
金
の
融
通
さ
へ
園
滑
に
行
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

央
金
庫
を
漁
業
組
合
の
に
め
に
利
用
す
る
に
し
て

L
、

慣
に
、
産
業
組
合
中

こ
れ
ら
の
事
情
が
存
す
る
限
り
決
し
て
漁
村
令
融
が
固
滑

に
行
〈
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。
従
っ
て
、
何
れ
に
し
て
も
漁
業
組
合
の
経
替
を
令
理
的
に
且
つ
健
全
な
も
の
と
し
て
、

一
般
の
信
用
含
高
め
る
と
共
に
、
各
種
の
'
金
融
機
関
の
漁
業
に
闘
す
る
認
識
と
理
解
を
深
め
し
め
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
こ
の
賄
に
闘
す
る
官
民
の
努
力
は
著
し
く
不
足
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

右
の
や
う
な
理
由
か
ら
、
資
金
の
問
題
に
就
い
て
は
、
今
H
直
ち
に
漁
業
組
合
中
央
金
庫
の
宜
現
そ
望
な
こ
と

は
困
難
な
る
事
情
に
在
る
。
而
も
漁
業
組
合
と
し
て
は
資
金
の
融
通
の
道
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
賞
際
問

そのこと自慢に問題があるが今は胸れない。



題
と
し
て
は
、
漁
業
組
合
の
産
業
組
合
へ
の
園
瞳
加
入
の
方
法
を
と
る
よ
h
ノ
他
に
道
は
な
い
で
あ
ら
う
。
た
Y
先

に
述
べ
た
や
う
に
漁
村
金
融
の
困
難
な
る
事
情
が
め
り
、
こ
の
勤
に
就
い
て
は
、
産
業
組
合
漁
業
組
合
共
に
十
分

な
る
指
導
に
努
め
て
、
園
滴
な
る
閥
係
を
保
持
せ
し
む
る
必
要
が
あ
る
。
而
し
て
之
を
如
何
に
進
行
せ
し
む
る
か

は
、
雨
組
合
の
努
力
如
何
に
も
よ
る
炉
、
政
府
常
局
者
の
漁
村
並
に
協
同
組
合
制
度
に
劃
す
る
認
識
如
何
に
聞
は

っ
て
ゐ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

況
と
こ
、

E
'
J
-
v
u
‘
 

漁
業
組
合
制
皮
並
に
ぞ
の
問
題
に
就
い
て
一
曙
私
見
計
遮
ぺ
だ
が
、
漁
村
輝
樺
克
生
の
健
と
し
で
事

盟
き
れ
た
政
爪
制
-M
印
刷
の
一
泊
併
の
収
制
双
び
件
、
れ
に
附
聯
す
る
問
題
PY
見
る
j
e
h
d
L

革
主
虫
、
，
J
ト
目
、

J
E
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L
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l
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な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
ら
の
紺
が
今
後
如
何
に
し
て
解
決
さ
れ
る
か
、

そ
れ
は
勿
論
本
文
の
問
題
で
な
い
が
、

た
Y
漁
村
の
経
稗
克
生
の
前
途
な
ほ
遼
遠
な
る
を
思
は
し
め
る
。
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